
 

 

 

 

 

 

ＪＲ東労組バス関申第 11号 

2023年度夏季手当等に関する申し入れ 
 

本日、組合員の多くの皆さんの声を受け、将来に希望が持てる会社を作るために組合員・

社員と家族の奮闘に報い、要求の満額回答を求め、会社へ申し入れを行ないました。 

 

記 

 

1.2023年度夏季手当を基準内賃金の 2．5ヶ月とすること。 

2.契約社員 Aは社員に準ずること。 

3.契約社員 B及び臨時雇用員は一律 5万円を加算すること。 

4.約 3年間続いたコロナにおける、厳しい労働実感・生活実感のなかでの奮闘に対する特

別手当として、全従業員（出向者含む）対象に一律 10万円を支給すること。 

5.支払いについては、2023年 6月 30日までとすること。 

6.回答については、2023年 6月 16日までとすること。 

 

以上 

 

基準内賃金の２.５ヵ月要求！ 

働く仲間、皆の弛まぬ努力！ 

家族と共にコロナ渦を奮闘してきた！！ 

労苦に報いて、満額回答を！！！ 
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